
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
（
県
立
学
校

人
事
課
） 

一 

趣
旨 

新
た
に
県
立
特
別
支
援
学
校
一
校
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
立
高
等
学
校
一
校
の
位
置
の

表
示
を
変
更
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

埼
玉
県
立
戸
田
か
け
は
し
高
等
特
別
支
援
学
校
の
設
置 

 

㈡ 

埼
玉
県
立
戸
田
翔
陽
高
等
学
校
の
位
置
の
表
示
を
変
更 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
三
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二
㈡
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る 

 


